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 北九州市折尾まちづくり記念館条例の施行期日を定める規則をここに公布す

る。

  令和４年３月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第１２号

   北九州市折尾まちづくり記念館条例の施行期日を定める規則

 北九州市折尾まちづくり記念館条例（令和３年北九州市条例第２３号）の施

行期日は、令和４年５月２８日とする。
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北九州市上下水道局告示第４号

次のとおり公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始する。

その関係図面は、この告示の日から供用及び下水の処理を開始すべき日の前

日まで北九州市上下水道局下水道部下水道計画課及び北九州市門司区役所まち

づくり整備課において一般の縦覧に供する。 

令和４年３月２２日

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 供用及び下水の処理を開始すべき年月日

    令和４年３月３１日 

２ 下水を排除及び処理すべき区域

３ 排水施設の位置及び合流式又は分流式の別 

排水施設の位置
合流式又は

分流式の別

北九州市門司区大字大積地内、大字喜多久地内、大字田野

浦地内及び新門司一丁目地内の各一部
分流式

４ 終末処理場の位置及び名称 

  北九州市門司区松原三丁目６番１号 

  北九州新町浄化センター

    北九州市小倉南区中吉田二丁目１０番１号

    北九州市曽根浄化センター 

下水を排除及び処理すべき区域

北九州市門司区大字大積の一部 

 〃   〃 大字喜多久の一部 

 〃   〃 大字田野浦の一部 

 〃   〃 新門司一丁目の一部 
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北九州市上下水道局告示第５号

次のとおり公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始する。

その関係図面は、この告示の日から供用及び下水の処理を開始すべき日の前

日まで北九州市上下水道局下水道部下水道計画課及び北九州市小倉南区役所ま

ちづくり整備課において一般の縦覧に供する。 

令和４年３月２２日

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 供用及び下水の処理を開始すべき年月日

    令和４年３月３１日 

２ 下水を排除及び処理すべき区域

下水を排除及び処理すべき区域

北九州市小倉南区大字石原町の一部

〃    〃  上石田一丁目の一部

〃    〃  葛原本町一丁目の一部 

〃    〃  下石田一丁目の一部 

〃    〃  下南方二丁目の一部 

〃    〃  徳力三丁目の一部 

〃    〃  中曽根四丁目の一部 

〃    〃  長野本町二丁目の一部 

３ 排水施設の位置及び合流式又は分流式の別 

排水施設の位置
合流式又は

分流式の別

北九州市小倉南区大字石原町地内、上石田一丁目地内、葛

原本町一丁目地内、下石田一丁目地内、下南方二丁目地内

、徳力三丁目地内、中曽根四丁目地内及び長野本町二丁目

地内の各一部 

分流式

４ 終末処理場の位置及び名称

    北九州市小倉北区西港町９６番３号

    北九州市日明浄化センター

    北九州市小倉南区中吉田二丁目１０番１号
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    北九州市曽根浄化センター 
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北九州市上下水道局告示第６号

次のとおり公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始する。

その関係図面は、この告示の日から供用及び下水の処理を開始すべき日の前

日まで北九州市上下水道局下水道部下水道計画課及び北九州市八幡西区役所ま

ちづくり整備課において一般の縦覧に供する。 

   令和４年３月２２日

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 供用及び下水の処理を開始すべき年月日

    令和４年３月３１日 

２ 下水を排除及び処理すべき区域

下水を排除及び処理すべき区域

北九州市八幡西区大字笹田の一部 

〃    〃  則松五丁目の一部 

３ 排水施設の位置及び合流式又は分流式の別 

排水施設の位置
合流式又は

分流式の別

北九州市八幡西区大字笹田地内及び則松五丁目地内の各一

部 
分流式

４ 終末処理場の位置及び名称

    北九州市八幡西区夕原町１番１号

  北九州市皇后崎浄化センター
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